
令 和 元 年 高 島 市 教 育 委 員 会 

第 ９ 回 定 例 会 議 事 日 程 

 

日 時  令和元年９月２５日（水） 

午前１０時００分 

                場  所  

高島市役所 新館２階 教育委員会室 

  

 

１．教育長あいさつ 

 

 

２．令和元年第８回定例会会議録の承認 

 

 

３．議事録署名委員の指名 

 

         委員      委員 

 

 

４．議事 

日程第１ 議第３８号 平成３０年度教育に関する事務の管理及び執行

の状況の点検及び評価結果報告書案 

 

日程第２ 議第３９号 高島市文化財保存活用地域計画策定委員会設置

要綱案 

 

日程第３ 議題４０号 高島市文化財保存活用地域計画策定委員会委員

の委嘱について 

 

日程第４ 議第４１号 名勝朽木池の沢庭園整備基本設計検討委員会設

置要綱案 

 

日程第５ 議第４２号 名勝朽木池の沢庭園整備基本設計検討委員会委

員の委嘱について 

 



 

５．報告事項 

報告第３３号 令和元年９月高島市議会定例会一般質問の概要について 

 

 

６．今後の日程 

 

 

 

人

人

人

人

人
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議第３８号 

 平成３０年度教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価結果

報告書案 

 上記の議案を提出する。 

  令和元年９月２５日 

                    高島市教育委員会 

                     教育長 上 原 重 治 

                                   

 

   平成３０年度教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価

結果報告書 

 

 地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和３１年法律第１６２号）

第２６条の規定により、平成３０年度教育に関する事務の管理及び執行の状

況の点検及び評価結果報告書を次のとおり作成することにつき、議決を求め

る。 

 

記 

 

 別紙のとおり 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



議第３９号 

 高島市文化財保存活用地域計画策定委員会設置要綱案 

 上記の議案を提出する。 

  令和元年９月２５日 

                    高島市教育委員会 

教育長 上 原 重 治 

                                   

 

高島市文化財保存活用地域計画策定委員会設置要綱 

 

（設置） 

第１条 高島市の文化財の適切な保存と活用に係る地域計画を策定するため、

高島市文化財保存活用地域計画策定委員会（以下「委員会」という。） 

を設置する。 

（所掌事項） 

第２条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。 

⑴ 高島市文化財保存活用地域計画（以下「地域計画」という。）の策 

   定に係る検討および協議に関すること。 

⑵  地域計画の策定に係る調査および研究に関すること。 

⑶  その他地域計画の策定にあたり必要な事項に関すること。 

（組織） 

第３条 委員会は、委員１０人以内をもって組織する。 

２ 委員会の委員（以下「委員」という。）は、次に掲げる者のうちから教  

育委員会が委嘱する。 

⑴ 学識経験者 

⑵ 文化財を活用したまちづくり団体関係者 

⑶ 関係行政機関の職員 

⑷ その他教育長が必要と認める者 

 （任期） 

３ 委員の任期は、委嘱の日から地域計画の策定完了の日までとする。 

（委員長および副委員長） 

第４条 委員会に委員長および副委員長１人を置き、委員の互選により  

定める。 



２ 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。 

３ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、または委員長 

が欠けたときは、その職務を代理する。 

（会議） 

第５条 委員会の会議（以下「会議」という。）は、委員長が招集し、会議  

の議長となる。ただし、委員の選任後最初に開催される会議は、教育長が  

招集する。 

２ 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。  

３ 委員会は、必要に応じて委員以外の者に対して会議への出席を求め、そ 

の意見を聴くことができる。 

（庶務） 

第６条 委員会の庶務は、教育総務部文化財課において処理する。 

（その他） 

第７条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、 

委員長が別に定める。 

 

 

 

＜本要綱制定に伴う要綱の廃止＞ 

高島市文化財保存活用地域計画策定委員会設置要綱の制定に伴い、高島市

歴史文化基本構想策定委員会設置要綱（平成３０年高島市教育委員会告示第

１３号）は、廃止する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



議第４０号 

 高島市文化財保存活用地域計画策定委員会委員の委嘱について 

 上記の議案を提出する。 

  令和元年９月２５日 

                    高島市教育委員会 

教育長 上 原 重 治 

                                   

 

   高島市文化財保存活用地域計画策定委員会委員の委嘱について 

  

高島市文化財保存活用地域計画策定委員会設置要綱第３条の規定により、

高島市文化財保存活用地域計画策定委員会委員に次の者を委嘱することにつ

き、議決を求める。 

記 

氏 名 専門分野等 所 属 等 

金田 章裕 
人文地理 

歴史地理 
京都府立京都学・歴彩館 館長 

高瀬 要一 庭園 元奈良文化財研究所  文化遺産部長 

市川 秀之 民俗 滋賀県立大学人間文化学部 教授 

深町加津枝 自然環境 京都大学大学院地球環境学堂 准教授 

東  幸代 歴史 滋賀県立大学人間文化学部 教授 

登谷 伸宏 建造物 
京都工芸繊維大学デザイン・建築学系 准

教授 

足立  亨 
文化的景観 

まちづくり 

針江・霜降の水辺景観まちづくり協議会 

会長 

海老沢 秀夫 
文化遺産 

まちづくり 
高島市文化遺産活用実行委員会 委員長 

平井 俊旭 
観光振興 

まちづくり 
雨上株式會社 代表取締役社長 



議第４１号 

 名勝朽木池の沢庭園整備基本設計検討委員会設置要綱案 

 上記の議案を提出する。 

  令和元年９月２５日 

                    高島市教育委員会 

教育長 上 原 重 治 

                                   

 

名勝朽木池の沢庭園整備基本設計検討委員会設置要綱 

 

（設置） 

第１条 名勝朽木池の沢庭園整備基本設計（以下「基本設計」という。）の作

成にあたり、必要な検討を行うため、名勝朽木池の沢庭園整備基本設計検

討委員会（以下「委員会」という。）を設置する。 

（所掌事項） 

第２条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。 

⑴ 基本設計の作成に係る検討、協議および助言に関すること。 

⑵ その他基本設計の作成にあたり必要な事項に関すること。 

（組織） 

第３条 委員会は、委員６人以内をもって組織する。 

２ 委員会の委員（以下「委員」という。）は、次に掲げる者のうちから教育

委員会が委嘱する。 

⑴ 学識経験者 

⑵ 地元関係者 

⑶ 関係行政機関の職員 

⑷ その他教育長が必要と認める者 

 （任期） 

第４条 委員の任期は、選任の日から基本設計が作成されるまでの間とする。 

（委員長および副委員長） 

第５条 委員会に委員長および副委員長１人を置き、委員の互選により定め

る。 

２ 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。 

３ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、または委員長



が欠けたときは、その職務を代理する。 

（会議） 

第６条 委員会の会議（以下「会議」という。）は、委員長が招集し、会議の

議長となる。ただし、委員の選任後最初に開催される会議は、教育長が招

集する。 

２ 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。  

３ 委員会は、必要に応じて委員以外の者に対して会議への出席を求め、そ

の意見を聴くことができる。 

（庶務） 

第７条 委員会の庶務は、教育総務部文化財課において処理する。 

（その他） 

第８条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、

委員長が別に定める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



議第４２号 

 名勝朽木池の沢庭園整備基本設計検討委員会委員の委嘱について 

 上記の議案を提出する。 

  令和元年９月２５日 

                    高島市教育委員会 

教育長 上 原 重 治 

                                   

 

名勝朽木池の沢庭園整備基本設計検討委員会委員の委嘱について 

  

名勝朽木池の沢庭園整備基本設計検討委員会設置要綱第３条の規定により、

名勝朽木池の沢庭園整備基本設計検討委員会委員に次の者を委嘱することに

つき、議決を求める。 

 

記 

 

氏 名 専門分野等 所 属 等 

尼﨑 博正 造園 京都造形芸術大学芸術学部 教授 

高瀬 要一 庭園 元奈良文化財研究所  文化遺産部長 

鈴木 久男 考古 京都産業大学文化学部 教授 

野間 直彦 自然環境 滋賀県立大学環境科学部 准教授 

石田 敏 地域史 元高島市文化審議会 委員 

藤澤 悟 地元区民 朽木村井区 代表 

 

 

 


